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※
見
や
す
い
所
に
貼
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

税
目
等
・
納
期
限（
口
座
振
替
日
）

平
成
27
年

平
成
28
年

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

市
 
・

県
民

税
１
期

6
/3
0㈫

２
期

８
/3
1㈪

３
期

11
/２
㈪

４
期

２
/１
㈪

固
定

資
産

税
１
期

６
/１
㈪

２
期

７
/3
1㈮

３
期

12
/2
5㈮

４
期

２
/2
9㈪

軽
自

動
車

税
１
期

６
/１
㈪

国
民
健
康
保
険
税

１
期

７
/3
1㈮
２
期

８
/3
1㈪
３
期

９
/3
0㈬
４
期

11
/２
㈪
５
期

11
/3
0㈪
６
期

12
/2
5㈮
７
期

２
/１
㈪
８
期

２
/2
9㈪

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

介
護

保
険

料
（ 年 金 天 引 ）

特 別 徴 収

市
・

県
民

税

該
当
と
な
っ
た
税
目
等
に
つ
い
て
の
み
、

４
月
 ・
 ６
月
 ・
  
８
月
 ・
 1
0月
 ・
 1
2月
 ・
  
２
月
の
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

介
護
保
険
料

休
日
納
税
窓
口
（
本
庁
の
み
）

（
毎
月
最
終
日
曜
日
）
４
/2
6
５
/3
1
６
/2
8
７
/2
6
８
/3
0
９
/2
7
10
/2
5
11
/2
9
12
/2
7
1
/3
1

2
/2
8

3
/2
7

◎
 夜
間
納
税
窓
口
を
毎
月
第
２
・
第
４
木
曜
日（
休
日
の
場
合
は
前
日
）に
開
設
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
午
後
５
時
15
分
～
７
時
15
分
　
本
庁
の
み
）

◎
 口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、
納
期
限
の
日
に
振
り
替
え
ま
す
の
で
、
預
貯
金
の
残
高
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

◎
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

◎
納
付
方
法
に
つ
い
て
は
納
税
通
知
書
・
決
定
通
知
書
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

・
市
税
等
の
納
付
に
関
す
る
こ
と
 

収
納
課
　
　
　
☎
２
２
－
２
２
１
０

・
市
・
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、 

市
民
税
課
　
　
☎
２
２
－
２
２
０
９

　
軽
自
動
車
税
等
の
課
税
に
関
す
る
こ
と
 

・
固
定
資
産
税
の
課
税
に
関
す
る
こ
と
 

資
産
税
課
　
　
☎
２
５
－
６
０
７
６

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
関
す
る
こ
と
 
保
険
年
金
課
　
☎
２
５
－
５
２
０
１

・
介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と
 

高
齢
者
介
護
課
☎
２
５
－
５
２
０
５

平
成
27
年
度
　
市
税
等
納
期
の
お
知
ら
せ

今
年
度
も
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。


